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令和７年４月１日以降の要介護認定の有効期間について

平素より、本町の介護保険制度の実施にご尽力を賜り厚くお礼申し上げます。
令和３年４月１日より、社会保障審議会介護保険部会における議論を踏まえ、介護保険法施行規則が改正されております。
このことにつきまして、日向入郷地域介護認定審査会でも検討が重ねられ、このたび要介護認定の有効期間について、構成市町村での取扱いを改正することとなり、本町についても下記のとおり変更することとなりました。
引き続き、要介護認定へのご理解、ご協力をお願い申し上げます。

記

１．更新申請の認定有効期間の延長について
更新認定の二次判定において、下記のとおり、直前の要介護度と同じ要介護度判定された者について、有効期間の上限を、２４か月から４８か月に延長することにします。
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更新申請
	【前回】要支援　　【今回】要支援
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	【前回】要介護　　【今回】要介護
	
	

	
	【前回】要介護4　　【今回】要介護4
	
	48か月

	
	【前回】要介護5　　【今回】要介護5
	
	48か月



２．開始時期について
令和7年4月1日以降に開催される日向入郷地域介護認定審査会において審査された更新申請分から適用されることとします。文書取扱
門川町役場　健康長寿課
　介護保険係　長友
TEL：0982-63-1140　FAX：0982-68-1701

